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住
宅
リ
フ
ォ
ー
ム
促
進
事
業
補
助
金
の
交
付

工
事
の
前
に
申
請
し
て
く
だ
さ
い

町
議
会
12
月
定
例
会

議
会
を
傍
聴
し
ま
せ
ん
か
？

　

こ
の
補
助
制
度
は
、町
民
の
生

活
環
境
の
向
上
を
図
る
と
と
も

に
、町
内
の
住
宅
関
連
産
業
を
中

心
と
し
た
地
域
経
済
の
活
性
化
を

促
進
す
る
も
の
で
す
。

▼
補
助
額

補
助
対
象
工
事
金
額（
税
込
み
）の

10
％（
千
円
未
満
は
切
り
捨
て
）

▼
補
助
額
上
限　

10
万
円

▼
住
宅
リ
フ
ォ
ー
ム
工
事
の
要
件

（
①
〜
⑥
の
す
べ
て
に
該
当
す
る

工
事
）

①
申
請
者
が
所
有
し
、居
住
し
て

い
る
住
宅
の
工
事

②
町
内
に
住
所
を
有
す
る
事
業
所

が
行
う
工
事

③
補
助
金
の
交
付
決
定
を
受
け
て

か
ら
行
う
工
事

④
ほ
か
の
補
助
事
業
を
重
複
し
て

受
け
て
い
な
い
工
事

⑤
工
事
完
了
後
、実
績
報
告
書
を

平
成
31
年
２
月
28
日
ま
で
に
提
出

で
き
る
工
事

⑥
補
助
対
象
工
事
金
額（
税
込
み
）

が
20
万
円
以
上
の
工
事

※
右
の
日
程
は
予
定
で
す
。詳
し

く
は
、町
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
や
議
会

事
務
局
で
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

▼
対
象（
す
べ
て
に
該
当
す
る
人
）

①
リ
フ
ォ
ー
ム
す
る
住
宅
に
住
民

登
録（
住
民
票
）が
あ
り
居
住
し
て

い
る
人

②
町
税
を
滞
納
し
て
い
な
い
人

③
こ
れ
ま
で
に
当
事
業
補
助
金
を

受
け
て
い
な
い
人

▼
申
請
に
必
要
な
も
の

□
吉
岡
町
住
宅
リ
フ
ォ
ー
ム
促
進

事
業
補
助
金
交
付
申
請
書

※
申
請
書
は
町
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か

ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
し
て
く
だ
さ
い
。

□
工
事
前
の
住
宅
の
状
況
を
明
ら

か
に
す
る
写
真

□
工
事
内
容
を
明
ら
か
に
す
る
図

面
の
写
し

□
工
事
見
積
書
の
写
し

□
申
請
者
の
町
税
の
完
納
証
明
書

□
対
象
住
宅
の
平
成
30
年
度
固
定

資
産
税
納
税
通
知
書
お
よ
び
土

地
・
家
屋
課
税
資
産
の
明
細
の
写

し（
ま
た
は
固
定
資
産
税
評
価
額

証
明
書
）

▼
提
出
・
問
い
合
わ
せ
先

産
業
建
設
課 

産
業
振
興
室

☎
26
・
２
２
８
０（
直
通
）
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「
三
津
屋
古
墳
に
つ
い
て
」〜
八
角
形
の
謎
を
解
く
〜

文
化
財
セ
ン
タ
ー
主
催
の
講
演
会

　

文
化
財
セ
ン
タ
ー
で
は
、町
の

古
墳
文
化
を
知
る
講
演
会
を
開
催

し
ま
す
。郷
土
が
誇
る
古
墳
文
化

に
、ぜ
ひ
触
れ
て
み
て
く
だ
さ
い
。

▼
期
日　

11
月
20
日
㊋

▼
時
間　

午
後
１
時
30
分
〜

▼
場
所　

文
化
財
セ
ン
タ
ー

（
南
下
１
３
２
２

－

12
）

▼
定
員　

50
人（
先
着
順
）

▼
講
師　

能
登
健
氏（
元
群
馬
県
埋

蔵
文
化
財
調
査
事
業
団
研
究
部
長
）

▼
申
し
込
み
方
法　

　

文
化
財
セ
ン
タ
ー
へ
電
話
ま
た
は

Ｆ
Ａ
Ｘ
で
お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

※
Ｆ
Ａ
Ｘ
の
場
合
は
、氏
名
・
住

所
・
電
話
番
号
を
記
載
し
て
く
だ

さ
い
。

▼
申
し
込
み
・
問
い
合
わ
せ
先

文
化
財
セ
ン
タ
ー

☎　

54
・
９
４
４
３

３
日
㊊
開
会
日

４
日
㊋
一
般
質
問

５
日
㊌
一
般
質
問

12
日
㊌
閉
会
日（
討
論
・
表
決
な
ど
）

　

本
会
議
は
ど
な
た
で
も
傍
聴
す

る
こ
と
が
で
き
ま
す
。町
議
会
の

活
動
な
ど
を
知
る
こ
と
が
で
き
ま

す
の
で
、ぜ
ひ
お
越
し
く
だ
さ
い
。

ま
た
、パ
ソ
コ
ン
や
ス
マ
ホ
な
ど

で
、本
会
議
の
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト

中
継
を
見
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

会
議
の
日
か
ら
お
お
む
ね
５
日
後

（
土
・
日
・
祝
日
を
除
く
）に
は
、録

画
映
像
も
閲
覧
で
き
ま
す
。

※
ア
ク
セ
ス
方
法
は「
吉
岡
町
議

会
」で
検
索

▼
問
い
合
わ
せ
先　

議
会
事
務
局　

☎
26
・
２
２
８
３（
直
通
）
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11 吉岡町役場 ☎ 54̶3111（代表）

教
育
長
職
務
代
理
者
に
小
林
さ
ん

教
育
委
員
会
の
新
体
制
を
お
知
ら
せ
し
ま
す

国
民
年
金
保
険
料

納
付
額
全
額
が
社
会
保
険
料
控
除
の
対
象
で
す

　

国
民
年
金
保
険
料
は
社
会
保
険

料
控
除
と
し
て
そ
の
年
の
課
税
所

得
か
ら
控
除
さ
れ
、税
額
が
軽
減

さ
れ
ま
す
。

　

控
除
の
対
象
と
な
る
の
は
、平

成
30
年
１
月
〜
12
月
に
納
付
し
た

保
険
料
の
全
額
で
す
。過
去
の
年

度
分
や
追
納
し
た
保
険
料
も
含
み

ま
す
。ま
た
、本
人
の
保
険
料
だ
け

で
は
な
く
、扶
養
者（
配
偶
者
や
子

な
ど
）の
負
担
す
べ
き
保
険
料
を

支
払
っ
て
い
る
場
合
、そ
の
保
険

料
も
合
わ
せ
て
控
除
が
受
け
ら
れ

ま
す
。

　

教
育
長
職
務
代
理
者
の
髙
田
友

美
さ
ん
が
９
月
30
日
で
任
期
満
了

と
な
り
ま
し
た
。こ
れ
に
伴
い
、９

月
定
例
議
会
で
議
会
の
同
意
を
得

て
、藤
多
ゆ
か
り
さ
ん
が
10
月
１

日
付
で
教
育
委
員
に
任
命
さ
れ
ま

し
た
。

　

ま
た
、臨
時
教
育
委
員
会
が
10

月
１
日
に
開
催
さ
れ
、小
林
静
弥

さ
ん
が
教
育
長
職
務
代
理
者
に
選

任
さ
れ
ま
し
た
。

　

新
し
い
教
育
委
員
会
の
体
制
は

次
の
と
お
り
で
す
。（
敬
称
略
）

教
育
長　
　
　

大
沢　

清

職
務
代
理
者　

小
林
静
弥

教
育
委
員　
　

大
沢
知
子

　
　
　
　
　
　

木
暮
伸
晴

　
　
　
　
　
　

藤
多
ゆ
か
り

▼
問
い
合
わ
せ
先

教
育
委
員
会
事
務
局 

学
校
教
育
室

☎
26
・
２
２
８
６（
直
通
）

新教育長職務代理者
小林静弥さん

新教育委員
藤多ゆかりさん

無料税務相談を
行います

財務課 税務室 ☎26-2237（直通）
問い合わせ先

す
期日  11月16日㊎
時間 13:30~16:00
場所  役場 第1会議室（2階）
　　  

役場人事異動

退職 （9月30日付）
健康福祉課 保険室長  原澤 和春

米沢 弘幸
異動 （10月1日付）

（異動前）健康福祉課長  
（異動後）健康福祉課長 保険室長 兼務

社
会
保
険
料
控
除
を

　
　
　
　
　

受
け
る
に
は

　

年
末
調
整
や
確
定
申
告
を
行
う

と
き
に
、保
険
料
の
納
付
を
証
明

す
る
書
類
を
添
付
し
て
く
だ
さ

い
。平
成
30
年
１
月
１
日
〜
９
月

30
日
ま
で
の
間
に
保
険
料
を
納
付

し
た
人
に
は
、11
月
上
旬
に
日
本

年
金
機
構
か
ら「
社
会
保
険
料（
国

民
年
金
保
険
料
）控
除
証
明
書
」が

届
き
ま
す
。申
告
書
を
提
出
す
る

と
き
は
必
ず
証
明
書
ま
た
は
領
収

証
書
を
添
付
し
て
く
だ
さ
い
。

※
平
成
30
年
10
月
１
日
〜
12
月
31

日
ま
で
の
間
に
今
年
初
め
て
保
険

料
を
納
付
し
た
人
へ
は
、翌
年
の

２
月
上
旬
に
届
き
ま
す
。

　

税
法
の
上
で
有
利
な
国
民
年
金

は
、老
後
は
も
ち
ろ
ん
、不
慮
の
事

故
な
ど
万
一
の
と
き
に
も
心
強
い

味
方
と
な
る
制
度
で
す
。保
険
料

は
納
め
忘
れ
の
な
い
よ
う
に
し
ま

し
ょ
う
。

　

年
金
記
録
や
将
来
の
年
金
受
給

見
込
額
を
確
認
し
、未
来
の
生
活
設

計
に
つ
い
て
考
え
て
み
ま
せ
ん
か
。

　
「
ね
ん
き
ん
ネ
ッ
ト
」を
利
用
す

る
と
、い
つ
で
も
本
人
の
年
金
記

録
を
確
認
で
き
る
ほ
か
、将
来
の

年
金
受
給
見
込
額
に
つ
い
て
、年

金
記
録
を
基
に
さ
ま
ざ
ま
な
パ
タ

ー
ン
の
試
算
が
で
き
ま
す
。詳
し

く
は
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

▼
問
い
合
わ
せ
先

渋
川
年
金
事
務
所 

国
民
年
金
課

☎
22
・
１
６
０
７

11
月
30
日
は
「
年
金
の
日
」

い
い
み
ら
い


